
学校だより９月号では、「社会通念の変化」と「こ

ども基本法の原則」を述べ、学校教育の在り方を

見直さなければならない時期にあることをお伝

えしました。その中でも、特に配慮すべきことは、

子供の「意見表明権」の尊重です。子供たちの意

見を聴き、改善を図ることは、主体性を育むうえ

でも極めて大切な視点です。しかし、日本の社会

では、あまり意識されてこなかった視点でもあり

ます。大人が子供の教育に責任を持つ。親は基本

的生活習慣が身に付くようにしつけ、学校は集団

生活を通して社会規範を指導する。そこに、子供

の意見を取り入れるという発想はありませんで

した。しかし、社会通念は時代とともに変化して

います。価値の押し付けだけでは、様々な歪みも

生じます。かつては許容されていたことも、今で

は、虐待、体罰として問題化することもありす。 

本校ではこのような変化に対応するため、生徒

会と教員、地域の方が討論する場「みんなの学校

創造ラボ」（以下、ラボ）を設置（９月）し、生徒

会の代表が意見表明を行えるようにしました。第

１回のラボでは、生徒会から制服選択制の導入に

ついて意見表明がなされ、社会通念上の合理性に

ついて討論が行われました。制服については、

様々な考えがあり、すぐに結論が出るわけではあ

りませんが、これまで大人から子供にワンウェイ

で与えられていた制服が、子供の意見表明により

ツーウェイになった意義は大きいと思います。参

会者の方々も、生徒が保護者アンケートを実施し、

客観的な数値を示しながら説明する姿に、生徒が

持つ力や主体的に行動する力に大きな可能性を

感じていらっしゃったようです。ラボでは、今後、

制服のほか、校則についても取り上げることにな

っており、社会通念上の合理性に照らし合わせて

討論することになっています。 

このような動きは、本校に限ったことではあり

ません。第四中学校では、生徒の意見を取り入れ

ながら１年かけて校則の見直しを行い、臨時の生

徒総会で生徒の意見集約を行いました。第六中学

校では、ルールメーキングプロジェクトを設置し、

生徒会を中心に学校生活の課題について、年間を

通して話し合いを行っています。 

なお、本校の取組は、メディアでも取り上げら

れ、教育専門誌等で次のように掲載されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 日本教育新聞（１０月連載、松村大助教諭執筆） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑ 埼玉新聞（１０月掲載） 

第二中学校だより 
「明るい挨拶 光る汗 きれいな学校 きれいな心」 
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↓二中新ホームページ↓ 
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